
   

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、保護者の皆様には様々なご協力

をいただき、ありがとうございます。４月以降の学校でのマスクの取り扱いや

登校にあたってのお願いについてお知らせします。引き続き皆様のご理解、ご

協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の皆様へ 

世田谷区教育委員会 
   令和 5年 4月 

室内ですごす場合は、窓を開けて換気を十分に行い

ましょう。 

また、こまめな手洗い、３密や接触を避けるなど、

感染予防対策を引き続きお願いいたします。 

学校でも引き続き基本的な感染対策を継続いたしま

す。 

ご家庭や学校での感染対策について 

登校の際には、ご家庭でお子さんの健康を観察し、

すぐーるや健康観察カードなどで、日々の体温や健康

状態を学校へ報告いただくようお願いします。 

また、発熱や頭痛、せき、のどの痛みなどの症状があ

る（感染の疑いがある）場合は、登校せず自宅で療養

し、必要に応じて医療機関を受診してください。 

 

登校にあたってのお願い 

 

 

 

 

学校では児童・生徒及び教職員についてマスクの着用は求めません。 

なお、基礎疾患があるなど様々な事情により着用を希望したり、健康上の

理由により着用できない児童・生徒もいます。ご家庭においては、マスク着

用の有無による差別・偏見などがないようお子様にお話しください。 

マスク着用の考え方について 


